
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        (中文) 

 
外国人劳动者咨询窗口简介 

相談内容 
賃金・残業代が支払われない、予告なく解雇された、労災保険に

関する問題など 

咨询内容 不支付工资、加班费，没有预先通知即解雇，劳灾保险等问题等 

相談時間 
毎週 水曜日・金曜日  
9:00～12:00 13:00～16:30（受付終了は16:00） 

咨询时间 
毎周  星期三・星期五  
9:00～12:00 13:00～16:30（受理终了时间16:00） 

場所・電話番号 

〒231-8431 

横浜市中区北仲通 5-57 横浜第二地方合同庁舎８階 
1）みなとみらい線・馬車道駅④出口から徒歩１分 

2）JR、市営地下鉄線 桜木町または関内駅下車徒歩 10 分 

神奈川労働局 労働基準部 監督課 

☎ 045-211-7351 

地址・电话号码 

〒231-8431 
横滨市中区北仲通 5-57 横滨第二地方合同厅舍 8 楼 

1）港未来线・马车道站 4 号出口  徒步 1 分钟 
2）JR、市营地铁线 櫻木町站或关内站下车 徒步 10 分钟 

神奈川劳动局  劳动基准部 监督课 

☎ 045-211-7351 

 

神奈川劳动局 

神奈川労働局では、中国語による労働条件の無料相談

を下記のとおり、窓口・電話で受け付けていますの

で、ご利用ください。 

神奈川劳动局提供有关劳动条件的中文免费咨询服务，

请到窗口或打电话咨询，详细如下。 

中国語 

外国人労働者相談コーナーのご案内  


